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家庭用治療浴装置 
正 誤 票 

区分 位 置 誤 正 
本体 5. a) 1) 周波数分析器に接続された水中マイ

クロホンを用いて，･･･16 kHz 以上

の超音波において･･･ 

周波数分析器（1/3 オクターブバンドパスフ

ィルタ又はそれと同等以上の機能をもつもの

に限る。）に接続された水中マイクロホン（少

なくとも 50 kHz までの周波数の音波が測定

できるものに限る。）を用いて，･･･16 kHz 以

上の周波数において･･･ 
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